
R8.4.1現在

※以下は、代表的な法令等を記載しています。詳しくは各協議窓口へお問い合わせください。

番号 関係法令等 非線引都市計画区域内 非線引都市計画区域外 協議窓口

1 太陽光ガイドライン
田村市太陽光発電設備の適正な設置及
び管理の関する条例に係る事業実施の手

引き

田村市太陽光発電設備の適正な設置及
び管理の関する条例に係る事業実施の手

引き
田村市市民部環境課

2
国土利用計画法に基づく土地売買等の届
出制度

5,000㎡以上の土地取引をする場合、届出
が必要となります。
借地の場合、届出は不要です。

10,000㎡以上の土地取引をする場合、届
出が必要となります。
借地の場合、届出は不要です。

田村市建設部都市計画課

3
公有地拡大の推進に関する法律に基づく
届出制度

10,000㎡以上の土地を有償譲渡する場
合、届出が必要となります。
借地の場合、届出は不要です。

該当なし 田村市建設部都市計画課

4 宅地造成等規制法における規制区域 該当なし 該当なし 田村市建設部都市計画課

5 土地区画整理法における計画区域 該当なし 該当なし 田村市建設部都市計画課

6 景観法における届出区域
築造面積が1,000㎡を超える場合は届出対
象行為に当たる可能性がありますので協
議が必要となります。

築造面積が1,000㎡を超える場合は届出対
象行為に当たる可能性がありますので協
議が必要となります。

福島県県中地方振興局県民
生活課

7 風致地区における規制区域
片曽根山風致地区
田村市船引町船引字山ノ内地内他

該当なし 田村市建設部都市計画課

8 都市計画法に基づく開発許可制度

建築物の建築の用に供する目的で3,000
㎡以上の土地の区画形質の変更を行う場
合に必要となります。
太陽光発電設備は建築物に該当しないの
で開発許可は不要ですが、大型のパワー
コンディショナー等の付属設備は建築物に
該当する可能性があるので協議が必要で
す。

建築物の建築の用に供する目的で10,000
㎡以上の土地の区画形質の変更を行う場
合に必要となります。
太陽光発電設備は建築物に該当しないの
で開発許可は不要ですが、大型のパワー
コンディショナー等の付属設備は建築物に
該当する可能性があるので協議が必要で
す。

田村市建設部都市計画課

9 建築基準法に基づく建築確認
№8「都市計画法に基づく開発許可制度」
に記載した付属施設がある場合は協議が
必要です。

該当なし 田村市建設部都市計画課

10
ふくしま産業復興投資促進特区制度によ
る固定資産税等の課税優遇

詳しくはお問い合わせください。 詳しくはお問い合わせください。 田村市産業部商工課

11
森林法に基づく林地開発許可
（5,000㎡を超える場合）

5,000㎡を超える森林を伐採及び開発する
場合、林地開発許可が必要です。

5,000㎡を超える森林を伐採及び開発する
場合、林地開発許可が必要です。

福島県県中農林事務所森林
林業部

12
森林法に基づく林地開発許可
（5,000㎡以下の場合）

5,000㎡以下の森林を伐採及び開発する
場合、小規模林地開発許可が必要です。

5,000㎡以下の森林を伐採及び開発する
場合、小規模林地開発許可が必要です。

田村市産業部農林課

13
農業経営基盤強化促進法に基づく地域計
画区域内の農用地

地域計画区域内の農用地の場合、地域計
画区域から除外する手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

地域計画区域内の農用地の場合、地域計
画区域から除外する手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

田村市産業部農林課

14
田村農業振興地域整備計画書に基づく農
用地

該当する場合は設置できません。詳しくは
お問い合わせください。

該当する場合は設置できません。詳しくは
お問い合わせください。

田村市産業部農林課

15 農地法に基づく農地転用許可
地目が農地の場合、農地転用許可申請等
が必要です。詳しくはお問い合わせくださ
い。

地目が農地の場合、農地転用許可申請等
が必要です。詳しくはお問い合わせくださ
い。

田村市農業委員会

16
田村市法定外公共物管理条例第４条に基
づく占用等の許可

照会先住所に接する法定外道路に対し占
用等（占用、工作物の設置、土地の掘削
等）を行う場合には、田村市法定外公共物
管理条例第４条に基づき、市長の許可が
必要です。
なお、法定外道路に該当するかどうかの
確認及び、法定外公共物占用等許可申請
書の提出先は各行政局産業建設係となり
ます。

照会先住所に接する法定外道路に対し占
用等（占用、工作物の設置、土地の掘削
等）を行う場合には、田村市法定外公共物
管理条例第４条に基づき、市長の許可が
必要です。
なお、法定外道路に該当するかどうかの
確認及び、法定外公共物占用等許可申請
書の提出先は各行政局産業建設係となり
ます。

田村市産業部農林課
（各行政局産業建設係）

17
自然公園法及び福島県立自然公園条例
における区域

該当なし 阿武隈高原中部県立自然公園

福島県生活環境部自然保護
課
福島県県中地方振興局県民
生活課

18 文化財保護法に基づく届出
文化財・埋蔵文化財包蔵地。
詳しくはお問い合わせください。

文化財・埋蔵文化財包蔵地。
詳しくはお問い合わせください。

田村市教育部生涯学習課

太陽光発電設備の設置に係る各種法令等


